
令和６年度 
地域おこし協力隊（会計年度任用職員）募集要項 

 
１ 募集の目的 
 肝付町は、鹿児島県大隅半島の東側に位置する農林水産業を主産業とする地域で、「はやぶさ・イプシ
ロン」等のロケット打ち上げで注目を集める内之浦宇宙空間観測所を有する町です。私たちの町（地域）
を将来にわたって持続・発展させるために、地域外の人材を積極的に受け入れることにより、地域の元気
づくり・地域活性化の新たな展開を期待しています。 
 令和 3 年 7 月には錦江町・南大隅町・肝付町の 3 町による「ゼロカーボンシティ共同宣言」を表明し、
令和 4 年 1 月に肝付町脱炭素戦略ビジョンを策定したところであります。 

肝付町脱炭素戦略ビジョンでは、本町の目指す脱炭素社会の実現に向けての基本方針を定め、おおすみ
半島スマートエネルギー㈱（以下、「地域新電力会社」という。）と連携を図りながら、町⺠や事業所とと
もにカーボンニュートラルに向けた取り組みを進めることとしています。 

今回は肝付町地域おこし協力隊設置要綱（令和 4 年 2 月 16 日告示第 22 号、以下「要綱」といいます）
に基づき、地域新電力会社と連携した活動を行い、エネルギーの地産地消を推進する環境にやさしい脱炭
素社会づくりや地域の特性に応じた再生可能エネルギーを活用し、脱炭素化につながる持続可能なまち
づくりを推進するため、一体的な取組みを企画立案し実行する地域おこし協力隊を募集します。 
 
２ 主な活動内容 

１ 地域新電力会社との連携した活動  
・エネルギーを地産地消する環境にやさしい脱炭素社会づくりに関する業務 
・エネルギーの地産地消を活用した資源循環型農業又は経済循環の構築に関する業務 

 ・公共施設等への再生可能エネルギー発電設備設置の検討業務          など 
２ エネルギーをコンテンツとした地域づくり活動 

・再生可能エネルギーを活用した特産品の開発に関する業務 
・町⺠及び町内事業所を対象とした脱炭素社会へ向けた意識啓発、情報発信に関する業務 
・町内の小中学校に対する、脱炭素に関する環境学習              など 

３ その他、目的達成に資する活動 
 ・毎月の活動報告書の提出、年間報告書の作成 
 ・まちづくりや地域コミュニティに関する活動 
 ・地域資源の発掘及び振興に関する活動                    など 

 
３ 応募の条件 

応募資格 
（応募する全ての方
が満たす必要があり
ます。） 

・三大都市圏（東京都，埼玉県，千葉県，神奈川県，愛知県，岐阜県，
三重県，大阪府，京都府，奈良県，兵庫県をいう）または地方自治法
（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19 第１項に規定する指定都
市に現に住所を有する方 

・採用後、生活の拠点を肝付町に移すとともに肝付町に住⺠票を異動
することができる方 

・任期終了後も肝付町に居住する意向のある方 
・概ね 18 歳以上 50 歳未満の方 
・地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 16 条に規定する欠格事

由に該当しない方 
・普通自動車運転免許を有している方、又は取得予定の方 
・パソコンの一般的な操作及び SNS の活用ができる方 



求める人物像 ・地方創生、地方活性化に関心がある方 
・地域住⺠や企業、関係団体と柔軟なコミュニケーションがとれる方 
・人と接することが好きで、人の話に真摯に耳を傾けられる方 
・肝付町に定住してプロジェクトを継続する意思がある方 
・地球温暖化対策や循環型社会など、環境に関心のある方 
・再生可能エネルギーを活用した地域づくりに興味のある方 

 
４ 採用予定人数 １名 
 
５ 雇用形態 
 肝付町の会計年度任用職員として肝付町⻑が任用します。 

任用期間は、令和６年度の任用日から令和７年３月３１日までとします。ただし、年度ごとに再度任用
の可否を判断し、任期の通算が３年を超えない範囲で再任が可能です。 

任期は３年間ですが、任期終了後も引き続き肝付町内に定住し、再生可能エネルギーの活用を通じた持
続可能なまちづくりの推進のために活躍いただけることを期待します。 
 
６ 報酬 
 185,600 円/月 （別途、期末手当・勤勉手当を 6 月と 12 月に支給） 
 
７ 勤務条件 

勤務地 ・主に肝付町内とします。 
・研修等のため肝付町外で活動をすることもあります。 

勤務時間 8:30〜17:00（うち 1 時間休憩） 
活動日数 開庁日 
休日・休暇 週休日（週 2 日）、祝日、年末年始（12/29〜1/3） 

・イベントや研修等で休日の活動が発生する場合は、活動時間の振替
にて調整となります。 
・年次有給休暇を利用することができます。 
・夏季休暇など年次有給休暇以外の休暇を利用することができます。 

待遇・福利厚生 住居 
 

・契約はご自身で行っていただきますが、家賃は予算の
範囲内で支援します。 
・住居に係る光熱水道費等は自己負担とします。 
・引っ越し旅費や転居に係る費用については自己負担と

します。 
活動経費 ・携帯電話、ネット環境等の通信費は自己負担とします。 

・活動には自家用車又は公用車をご利用いただきます。 
・活動に係る燃料費は予算の範囲内で支援します。 
・その他、活動のために必要な消耗品費や研修費等につ

いては予算の範囲内で支援します。 
社会保険 ・健康保険（共済保険） 

・厚生年金保険加入 
・雇用保険加入 
・非常勤職員等公務災害補償加入又は労災保険加入 

兼業 ・可（ただし町の確認が必要） 
その他 ・携帯電話は自己所有の物をご利用いただきます。 

・通勤等の日常生活では自家用車をご利用いただきます。 



 
８ 提出書類・選考の方法 
 （１）提出書類 
  応募時 
  ・肝付町地域おこし協力隊応募用紙 ：様式指定 
  ・レポート    ：様式指定 
  最終面接時 
  ・現住所の住⺠票   ：3 ヶ月以内のもの 
  ・普通自動車運転免許証の写し ：表面・裏面 
  応募用紙の送付先 
   〒893-1207 

鹿児島県肝属郡肝付町新富 98 番地 
    肝付町役場 企画調整課 企画調整第一係 
 
 （２）選考方法 

①応募書類の受付 ・必要書類を送付いただいて、正式に応募したものとします。 
②書類選考 ・応募書類等をもとに選考を行います。 
③一次面接（WEB） ・書類選考合格者を対象に、担当者と WEB 面接を行います。 
④最終面接（現地） ・一次面接合格者を対象に、肝付町内にて面接を行います。 

・実施場所や日程等の詳細については、一次面接選考結果を通知
する際に応募者にお知らせします。 

・面接時には必要書類を持参いただきます。 
※交通費等に関しては自己負担とします。 

⑤最終結果の通知 ・選考終了後に、結果を文書で通知します。 
 
９ 任用時期   町と内定者との相談のうえ決定 
 
10 その他（ホームページ URL） 
 ・ゼロカーボンシティ共同宣言 

https://kimotsuki-town.jp/soshiki/kikakuchoseika/2/enerugi/4444.html 
 ・肝付町脱炭素戦略ビジョン 
   https://kimotsuki-town.jp/soshiki/kikakuchoseika/2/enerugi/4814.html 
 ・地域新電力会社：おおすみ半島スマートエネルギー株式会社 
   http://opse.jp/ 
 
11 担当課 
 〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富 98 

肝付町役場 企画調整課 企画調整第一係 
電話：0994-65-8422 FAX：0994-65-2587 
メール：kikaku@town.kimotsuki.lg.jp 

 ※ご質問等はメールよりお願いします。 


